
【目的】調達コードの不遵守に関する通報を受け付け、それらの迅速かつ適切な解決に向けて、必要な対応を公平かつ透明性をもって実施すること。
　　　　特に調達コードの不遵守を理由として生じた問題に関して、適正な改善を図ること。 

「持続可能性に配慮した調達コード」に係る通報受付窓口の概要

①通報の受付

②処理開始案件の審査

③情報収集

④改善措置

⑥処理結果の公表

・メールまたは郵送により受け付け。

・受け付けた通報について、処理手続を開始するか審査する。

・当事者等から情報を収集・整理。
・必要に応じ、外部有識者の知見も得る。

・被通報者による調達コードの不遵守が認められた場合、被通報者に改善計画書の提出、
改善結果の報告等を要求。
・必要に応じ、改善結果について、関係者に通知。

・処理が適切に行われたことを確認し、処理プロセスの完了を判断。

・通報の処理結果の概要等を組織委員会のウェブサイト上で公表。

⑤通報案件の処理完了の判断


